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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信機器を運搬する移動体と、着側利用者の現在の状況を示すプレゼンス情報を取得す
るプレゼンス情報問い合わせ部と、前記取得したプレゼンス情報に基づいて発側利用者か
ら前記着側利用者になされた通信に対する対処方法を決定する対処方法決定部と、該決定
された対処方法を実行する対処方法実行部とを備え、前記対処方法決定部で決定された対
処方法が通信に使用するための通信機器を前記着側利用者に届けるという対処方法であっ
た場合、前記対処方法実行部は、前記移動体に移動指令を出して前記通信機器を前記着側
利用者に届けるものであることを特徴とする通信代理装置。
【請求項２】
　前記発側利用者から前記着側利用者に対してなされた通信に対し自動応答して呼び出す
相手である着側利用者の名前を前記発側利用者からの音声情報から抽出して用件記憶部に
記憶する自動応答部を備え、前記プレゼンス情報問い合わせ部は前記用件記憶部に記憶さ
れた着側利用者の現在の状況を示すプレゼンス情報を取得するものであることを特徴とす
る請求項１記載の通信代理装置。
【請求項３】
　通信機器を運搬する移動体を複数備え、前記対処方法実行部は、前記複数の移動体の使
用状況を管理し、前記対処方法決定部で決定された対処方法が通信に使用するための通信
機器を前記着側利用者に届けるという対処方法であった場合、前記複数の移動体の内から
未使用の移動体を選択し、該選択した移動体に移動指令を出して前記通信機器を前記着側
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利用者に届けるものであることを特徴とする請求項１または２記載の通信代理装置。
【請求項４】
　前記プレゼンス情報に前記着側利用者の位置情報を含み、前記移動体は、前記着側利用
者の位置情報が示す位置に向けて移動するものであることを特徴とする請求項１または２
記載の通信代理装置。
【請求項５】
　前記移動体は、着側利用者の名前を含む呼び出しメッセージをスピーカから送出しなが
ら移動するものであることを特徴とする請求項１または２記載の通信代理装置。
【請求項６】
　前記移動体は、自移動体に搭載された通信機器が取り外されたこと及び再び搭載された
ことを検出する検出手段を備え、通信機器の運搬中に通信機器が取り外されたことを検出
すると移動を停止し、再び搭載されたことを検出するとホームポジションに帰還するよう
構成されていることを特徴とする請求項１または２記載の通信代理装置。
【請求項７】
　前記移動体は、予め設定されたルートに添って対象エリア内をくまなく移動するもので
あることを特徴とする請求項１または２記載の通信代理装置。
【請求項８】
　前記移動体は、着側利用者の名前を含む呼び出しメッセージを表示盤に表示しながら移
動するものであることを特徴とする請求項１または２記載の通信代理装置。
【請求項９】
　前記移動体は、自移動体に搭載された通信機器が取り外されたこと及び再び搭載された
ことを検出する検出手段を備え、通信機器の運搬中に通信機器が取り外されたことを検出
するとホームポジションに向かって移動し、前記取り外された通信機器による通信終了時
に前記対処方法実行部から出される移動指令にしたがって前記着側利用者の場所まで移動
し、前記通信機器が再び搭載されたことを検出するとホームポジションに帰還するよう構
成されていることを特徴とする請求項１または２記載の通信代理装置。
【請求項１０】
　前記移動体は、自移動体に搭載された通信機器が取り外されたこと及び再び搭載された
ことを検出する検出手段と、通信機器を取り外したユーザを追尾する機能とを備え、通信
機器の運搬中に通信機器が取り外されたことを検出すると、再び搭載されたことが検出さ
れるまで、着側利用者を追尾するよう構成されていることを特徴とする請求項１または２
記載の通信代理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信代理装置に関し、特に着側利用者の現在の状況を示すプレゼンス情報に基
づいて通信の取次ぎを行う通信代理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の装置の一例が特許文献１に記載されている。同文献に記載された通信シ
ステムは、着側利用者の現在の状況を示すプレゼンス情報に対応して、着側利用者が指定
した通信方法（代理者の通信機器への転送、留守番電話サービスなど）を格納するサービ
ス制御局と、プレゼンス情報に対応する通信方法のうち発側利用者が所望の通信方法を選
択する通信機器と、選択された通信方法を実行できる指令を生成する通信制御局と、生成
された指令に従って、発側通信機器と着側通信機器間の通信について、前記選択された通
信方法を実行する情報転送装置とを有している。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１６９１３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　着側利用者の現在の状況を示すプレゼンス情報に基づいて、着側利用者に対してなされ
た通信を代理で処理することにより、着側利用者の便宜を図ることが可能である。しかし
ながら、従来のこの種の装置が取りうる対処方法は、代理者の通信機器への転送、留守番
電話サービスなど、主として着側利用者以外への通信の振り分けに限定されている。この
ため、着側利用者が自ら応答することを望んでいるが、通信機器から離れた場所に居るた
めに応答できないような状況では有効に機能しなかった。
【０００５】
　本発明はこのような事情に鑑みて提案されたものであり、その目的は、通信機器が手元
にない着信利用者を援助することのできる通信代理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の通信代理装置は、通信機器を運搬する移動体と、着側利用者の現在の状
況を示すプレゼンス情報を取得するプレゼンス情報問い合わせ部と、前記取得したプレゼ
ンス情報に基づいて発側利用者から前記着側利用者になされた通信に対する対処方法を決
定する対処方法決定部と、該決定された対処方法を実行する対処方法実行部とを備え、前
記対処方法決定部で決定された対処方法が通信に使用するための通信機器を前記着側利用
者に届けるという対処方法であった場合、前記対処方法実行部は、前記移動体に移動指令
を出して前記通信機器を前記着側利用者に届けるものであることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の第２の通信代理装置は、前記発側利用者から前記着側利用者に対してなされた
通信に対し自動応答して呼び出す相手である着側利用者の名前を前記発側利用者からの音
声情報から抽出して用件記憶部に記憶する自動応答部を備え、前記プレゼンス情報問い合
わせ部は前記用件記憶部に記憶された着側利用者の現在の状況を示すプレゼンス情報を取
得するものであることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の第３の通信代理装置は、第１または第２の通信代理装置において、通信機器を
運搬する移動体を複数備え、前記対処方法実行部は、前記複数の移動体の使用状況を管理
し、前記対処方法決定部で決定された対処方法が通信に使用するための通信機器を前記着
側利用者に届けるという対処方法であった場合、前記複数の移動体の内から未使用の移動
体を選択し、該選択した移動体に移動指令を出して前記通信機器を前記着側利用者に届け
るものであることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の第４の通信代理装置は、第１または第２の通信代理装置において、前記プレゼ
ンス情報に前記着側利用者の位置情報を含み、前記移動体は、前記着側利用者の位置情報
が示す位置に向けて移動するものであることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の第５の通信代理装置は、第１または第２の通信代理装置において、前記移動体
は、着側利用者の名前を含む呼び出しメッセージをスピーカから送出しながら移動するも
のであることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の第６の通信代理装置は、第１または第２の通信代理装置において、前記移動体
は、自移動体に搭載された通信機器が取り外されたこと及び再び搭載されたことを検出す
る検出手段を備え、通信機器の運搬中に通信機器が取り外されたことを検出すると移動を
停止し、再び搭載されたことを検出するとホームポジションに帰還するよう構成されてい
ることを特徴とする。
　本発明の第７の通信代理装置は、第１または第２の通信代理装置において、前記移動体
は、予め設定されたルートに添って対象エリア内をくまなく移動するものであることを特
徴とする。
　本発明の第８の通信代理装置は、第１または第２の通信代理装置において、前記移動体
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は、着側利用者の名前を含む呼び出しメッセージを表示盤に表示しながら移動するもので
あることを特徴とする。
　本発明の第９の通信代理装置は、第１または第２の通信代理装置において、前記移動体
は、自移動体に搭載された通信機器が取り外されたこと及び再び搭載されたことを検出す
る検出手段を備え、通信機器の運搬中に通信機器が取り外されたことを検出するとホーム
ポジションに向かって移動し、前記取り外された通信機器による通信終了時に前記対処方
法実行部から出される移動指令にしたがって前記着側利用者の場所まで移動し、前記通信
機器が再び搭載されたことを検出するとホームポジションに帰還するよう構成されている
ことを特徴とする。
　本発明の第１０の通信代理装置は、第１または第２の通信代理装置において、前記移動
体は、自移動体に搭載された通信機器が取り外されたこと及び再び搭載されたことを検出
する検出手段と、通信機器を取り外したユーザを追尾する機能とを備え、通信機器の運搬
中に通信機器が取り外されたことを検出すると、再び搭載されたことが検出されるまで、
着側利用者を追尾するよう構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、通信機器が手元にない着信利用者を援助することができる。その理由
は、通信機器を運搬する移動体と、着側利用者の現在の状況を示すプレゼンス情報に基づ
いて、通信機器を運搬する移動体により、通信機器を着側利用者に届けることができるか
らである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１を参照すると、本発明の第１の実施の形態にかかる通信代理装置１００は、本体装
置１０１と、この本体装置１０１と無線などにより通信可能な移動体１０２とで構成され
、本体装置１０１には通信機器１０３とプレゼンスサーバ１０４とが接続され、移動体１
０２には通信機器１０５が着脱自在に搭載されている。
【００１４】
　通信機器１０３は固定電話の親機であり、通信機器１０５はその携帯型の子機である。
また、通信機器１０６は発側利用者であるユーザ１０９が使用する電話機であり、図１は
この通信機器１０６から通信機器１０３に対して通信がなされている状態を示している。
【００１５】
　プレゼンスサーバ１０４は、着側利用者であるユーザ１０７－１～１０７－ｎの現在の
状況を各ユーザのクライアント端末１０８－１～１０８－ｎから入力して通信代理装置１
００に提供するものである。プレゼンスシステムの基本的なアーキテクチャは、ＲＦＣ２
７７８に示されている。それによると、プレゼンスシステムは、自分のプレゼンス情報を
提供するプレゼンティティと、それを観察するウォッチャ、および、プレゼンティティか
らプレゼンス情報を受け取り、これをウォッチャに配信するプレゼンスサービスとから構
成される。このプレゼンスシステムとの関係において、図１のクライアント端末１０８－
１～１０８－ｎはプレゼンティティ、通信代理装置１００はウォッチャ、プレゼンスサー
バ１０４はプレゼンスサービスにそれぞれ対応する。
【００１６】
　移動体１０２は、電池などを動力源として車輪やベルトコンベアを駆動して自走する移
動車両、２足歩行可能なロボットなどで構成され、着脱自在に取り付けられた通信機器１
０５を着側利用者１０７－１～１０７－ｎまで届ける役割を担っている。
【００１７】
　本体装置１０１は、自動応答部１１１、プレゼンス情報問い合わせ部１１２、対処方法
決定部１１３および対処方法実行部１１４の各機能部と、用件記憶部１２１およびプレゼ
ンス情報記憶部１２２の各記憶部を備えている。
【００１８】
　自動応答部１１１は、音声認識機能および音声合成機能を有し、発側利用者１０９から
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通信機器１０３に対する着信があった際に自動で応答し、発側利用者１０９が呼び出しを
希望した着側利用者１０７－１～１０７－ｎの名前、発側利用者１０９自身の名前などの
情報を発側利用者の音声信号を音声認識して抽出し、用件記憶部１２１に保存する機能を
有する。
【００１９】
　プレゼンス情報問い合わせ部１１２は、用件記憶部１２１から呼び出し対象となる着側
利用者１０７－１～１０７－ｎの名前を入力し、その着側利用者の現在の状況を示すプレ
ゼンス情報をプレゼンスサーバ１０４から取得してプレゼンス情報記憶部１２２に保存す
る機能を有する。
【００２０】
　対処方法決定部１１３は、プレゼンス情報記憶部１２２から呼び出し対象となる着側利
用者１０７－１～１０７－ｎの現在のプレゼンス情報を参照し、そのプレゼンス情報に基
づいて発側利用者１０９から着側利用者１０７－１～１０７－ｎになされた通信に対する
対処方法を決定する機能を有する。対処方法としては、用件を録音する留守番電話、別の
ユーザに代わりに応答してもらう代理応答などが考えれるが、本発明の特徴として、通信
機器１０５を着側利用者１０７－１～１０７－ｎに届けるという対処方法がサポートされ
ている。
【００２１】
　対処方法実行部１１４は、対処方法決定部１１３で決定された対処方法を実行する部分
である。用件を録音する留守番電話の場合、通信機器１０３を通じて受信した発側利用者
１０９の音声信号を録音機に入力して録音する。また、別のユーザを呼び出す代理応答の
場合、図示しないスピーカから呼び出しを行ったり、内線電話などで代理応答するユーザ
を呼び出し、代理で電話に出るように伝える。また、通信機器１０５を着側利用者に届け
るという対処方法であった場合は、移動体１０２に移動指令を出し、通信機器１０５を着
側利用者１０７－１～１０７－ｎまで届ける。
【００２２】
　図２を参照すると、クライアント端末１０８－ｉ（ｉは１～ｎ）は、プレゼンス情報取
得部１０８１、位置センサ１０８２、プレゼンス情報保存部１０８３およびプレゼンス情
報発行部１０８４を備え、プレゼンス情報取得部１０８１は手動入力部１０８５およびセ
ンサ情報取得部１０８６で構成されている。
【００２３】
　手動入力部１０８５は、例えばキーボードなどで構成され、ユーザの現在のプレゼンス
情報を入力するために使用される。プレゼンス情報としては、通信可能な状態であること
を示す「オンライン」などがある。
【００２４】
　位置センサ１０８２は、当該クライアント端末１０８－ｉに対応するユーザの現在の位
置情報を取得する機能を有する。本実施の形態の場合、クライアント端末１０８－ｉは携
帯型の端末を想定しており、位置センサ１０８２は、例えばＧＰＳ端末などのセンサで構
成される。また、位置センサ１０８２で検出された位置情報を地図上にマッピングして、
ユーザの居る場所を自宅の庭、寝室などのように特定する情報処理部を設けるようにして
もよい。センサ情報取得部１０８６は、位置センサ１０８２から位置情報を取得する部分
である。プレゼンス情報取得部１０８１は、このセンサ情報取得部１０８６と前述した手
動入力部１０８５とで構成される。なお、プレゼンス情報取得部１０８１は、ユーザの位
置を位置センサ１０８２によって自動検出するものに限られず、ユーザ自身が自分の位置
を手動入力部１０８５により自己申告する構成とすることもできる。
【００２５】
　プレゼンス情報保存部１０８３は、当該クライアント端末１０８－ｉに対応するユーザ
の現在のプレゼンス情報を保持するメモリである。本実施の形態の場合、プレゼンス情報
は、手動入力部１０８５から入力された情報とセンサ情報情報取得部１０８６で取得され
たユーザの現在の位置を含んで構成される。
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【００２６】
　プレゼンス情報発行部１０８４は、プレゼンス情報保存部１０８３に記憶されているプ
レゼンス情報を無線通信などの方法でプレゼンスサーバ１０４に発行する部分である。
【００２７】
　図３にプレゼンス情報の例を示す。この例は、ＩＥＴＦで標準化が進められているＣＰ
ＩＭで表記した例であり、１行目の"sip:callee@example.com"はユーザ識別子であり、４
行目のopenは当該ユーザが通信可能なオンライン状態であることを、５行目、６行目のho
me、gardenを含む行は当該ユーザが自宅の庭にいることを、７行目、８行目のpossible、
un-carryingを含む行は電話に出れるが、子機を所持していないことを、それぞれ示して
いる。なお、myexの行を追加することにより、他の任意のプレゼンス情報を追加すること
が可能である。
【００２８】
　図４を参照すると、移動体１０２の一例は、玩具の４輪走行車のような外観をしており
、座席部分の屋根はなく、そこに通信機器１０５を収容する凹部１０２１が形成されてい
る。内部には、車輪を駆動するモータ１０２２、操舵を行う操舵部１０２３、それらの駆
動回路１０２４、アンテナを介して本体装置１０１と通信する無線部１０２５、ユーザの
呼び出しなどに使用するスピーカ１０２６、自車の位置を検出するＧＰＳ装置などの位置
検出部１０２７、プログラムや各種のデータを記憶するメモリ１０２８、ＣＰＵを含む制
御部１０２９およびスイッチ１０３０が設けられている。このスイッチ１０３０は、凹部
１０２１の底面に設けられており、通信機器１０５が凹部１０２１に収容された状態でオ
ン、取り上げられた状態でオフになる。
【００２９】
　図５は本体装置１０１の処理の概要を示すフローチャートである。本体装置１０１は通
信機器１０３に着信があると、図５の処理を開始する。まず、自動応答部１１１により通
信機器１０３のオフフックを行い（Ｓ１０１）、自動応答部１１１の有する音声合成機能
を用いて相手に話しかけると共に相手の音声を音声認識機能で認識することにより、相手
の名前と呼び出し者である着側利用者の名前を検出し、用件記憶部１２１に記憶する（Ｓ
１０２）。これは、例えば、音声合成により「はい、○○です。どちら様ですか」という
メッセージを相手に送り、相手からの音声「××です」を音声認識し、確認のメッセージ
「××様ですね」を音声合成で送出する。次に、「誰にご用ですか」というメッセージを
音声合成で送出し、相手からの音声「△△さんです」を音声認識し、確認のメッセージ「
△△ですね。しばらくお待ちください」を音声合成で送出する。そして、用件記憶部１２
１に、相手名××と着側利用者名△△を記憶する。その後、自動応答部１１１により通信
機器１０３の通話状態をいったん保留状態とする（Ｓ１０３）。
【００３０】
　続いて、プレゼンス情報問い合わせ部１１２が、用件記憶部１２１から着信利用者名を
取得し、着信利用者名とユーザ識別子（図３の例ではｓｉｐＵＲＬ）との対応を保持する
図示しないテーブルを検索して着信利用者名に対応するユーザ識別子を取得し、プレゼン
スサーバ１０４から当該着信利用者の現在のプレゼンス情報を取得して、プレゼンス情報
記憶部１２２に記憶する（Ｓ１０４）。次に、対処方法決定部１１３が、用件記憶部１２
１から相手名と着側利用者名を読み出し、プレゼンス情報記憶部１２２から着側利用者の
現在のプレゼンス情報を読み出し、当該プレゼンス情報に基づいて着側利用者に対してな
された通信に対する対処方法を決定する（Ｓ１０５）。そして、対処方法実行部１１４が
、決定された対処方法を対処方法決定部１１３から受け取り、その決定された対処方法を
実行する（Ｓ１０６）。なお、△△が姓名における姓に相当し、同姓のものが複数存在す
ることをプレゼンス情報問い合わせ部１１２が前記テーブルの検索時に判別したときは、
自動応答部１１１に制御を戻し、自動制御部１１１は、通信機器１０３の保留状態を一時
的に解除して、例えば「△△は二人おりますが、下の名前はお分かりになりますでしょう
か」というメッセージを音声合成で送出し、発側利用者からの例えば「△△□□です」と
いう音声に対する音声認識結果に基づいて、用件記憶部１２１に記憶されている発側利用
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者名を△△から△△□□に更新し、制御をプレゼンス情報問い合わせ部１１２に移す。
【００３１】
　本発明の特徴である、通信機器１０５を着側利用者１０７－１～１０７－ｎに届けると
いう対処方法について以下、詳細に説明する。
【００３２】
　対処方法決定部１１３は、プレゼンス情報記憶部１２２から読み出した着側利用者の現
在のプレゼンス情報が図３に示したものであった場合、４行目のopenを含む行と７行目の
possibleを含む行が存在することにより、当該ユーザが電話に出ることを望んでいると判
断し、５行目、６行目のhome、gardenを含む行により当該ユーザが自宅の庭にいることを
判断し、８行目のun-carryingを含む行により、子機を所持していないことを判断する。
この結果、対処方法決定部１１３は、通信機器１０５を庭に居る着側利用者に届けるとい
う対処方法を決定する。
【００３３】
　対処方法実行部１１４は、移動体１０２と無線により交信し、着側利用者名（＝△△）
、発側利用者名（＝××）、移動先（＝庭）をパラメータとする移動指令を送信する。こ
の移動指令を無線部１０２５を通じて受信した移動体１０２の制御部１０２９は、メモリ
１０２８に事前に記憶されている地図情報を用い、現在の位置を出発点とし、移動先の庭
を到達点とするルートを探索し、そのルートに沿って移動するように駆動回路１０２４に
より車輪駆動用モータ１０２２の駆動と操舵部１０２３の操舵を制御する。そして、到達
点付近に近づくと、「△△さん。××さんから電話ですよ。」というメッセージをスピー
カ１０２６から繰り返し送出する。これにより、着側利用者は自分に電話がかかってきて
いることを認識することができる。そして、着側利用者が移動体１０２に搭載された通信
機器１０５を取り上げ、通信機器１０５を操作して着信のあった通信の保留状態を解除す
れば、通話が可能となる。そして、通話終了時、通信機器１０５を元のように移動体１０
２の凹部１０２１に戻す。
【００３４】
　移動体１０２の制御部１０２９は、スイッチ１０３０がオフ状態になることにより、着
側利用者が通信機器１０５を取り上げたことを検出し、移動とメッセージの送出を停止す
る。また、スイッチ１０３０が再びオン状態になることにより、着側利用者が通信機器１
０５を戻したことを検出し、任務の終了を無線にて対処方法実行部１１４に報告する。ま
た、任務終了時、現在の位置を出発点とし、予め定められたホームポジションを到達点と
するルートを探索し、そのルートに沿って移動するように駆動回路１０２４により車輪駆
動用モータ１０２２の駆動と操舵部１０２３の操舵を制御する。これにより、移動体１０
２は元のホームポジションに帰還する。
【００３５】
　なお、着側利用者が通信機器１０５を受け取って移動しながら通信したような場合、通
話を終えて通信機器１０５を戻す場所に移動体１０２がいないため、通信機器を戻しに行
く手間がかかる。これを解消するためには以下のような実施例にすればよい。
１）移動体１０２の制御部１０２９は、着側利用者が通信機器１０５を取り上げたことを
スイッチ１０３０により検出すると、現在の位置を出発点とし、予め定められたホームポ
ジションを到達点とするルートを探索し、そのルートに沿って移動するように駆動回路１
０２４により車輪駆動用モータ１０２２の駆動と操舵部１０２３の操舵を制御することで
、移動体１０２を元のホームポジション向けて帰還させる。着側利用者が通信を終えたこ
とが通信回線の状態により検出されると、対処方法実行部１１４は、その着側利用者の現
在の位置を前述と同様に取得し、移動体１０２と無線により交信し、着側利用者名と移動
先をパラメータとする移動指令を送信する。この移動指令を無線部１０２５を通じて受信
した移動体１０２の制御部１０２９は、メモリ１０２８に事前に記憶されている地図情報
を用い、現在の位置を出発点とし、移動先を到達点とするルートを探索し、そのルートに
沿って移動するように駆動回路１０２４により車輪駆動用モータ１０２２の駆動と操舵部
１０２３の操舵を制御する。そして、到達点付近に近づくと、「△△さん、電話機を戻し
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て下さい。」というメッセージをスピーカ１０２６から送出する。着側利用者が通信機器
１０５を移動体１０２に戻すと、スイッチ１０３０が再びオンになるので、先の実施例と
同様にホームポジションに帰還する。
２）移動体１０２に、通信機器１０５を取り上げたユーザを感知して追尾する機能を持た
せ、スイッチ１０３０がオフとなった時点から通信機器１０５が戻されてスイッチ１０３
０が再びオンになるまで、着側利用者を追尾させる。
【００３６】
　このように本実施の形態によれば、着側利用者のプレゼンス情報に基づいて通信機器１
０５を着信利用者の居る場所まで届けるため、通信機器が手元にない着側利用者は、わざ
わざ通信機器のある場所に出向く必要がなく、その場で対応することが可能となる。なお
、別のユーザに代わりに応答してもらう代理応答に対して、内線電話などで代理応答する
ユーザを呼び出して代理で電話に出るよう伝えるのではなく、着側利用者に通信機器１０
５を運んだように、代理応答者に通信機器１０５を移動体１０２で運んで、スピーカ１０
２６から代理で応答するメッセージを発するようにしてもよい。
【００３７】
　図６を参照すると、本発明の第２の実施の形態にかかる通信代理装置２００は、通信機
器１０３の子機である通信機器１０５－１～１０５－ｍと移動体１０２－１～１０２－ｍ
の組を複数備えている点で、図１に示した第１の実施の形態と相違する。また、本体装置
１０１の対処方法実行部１１４は、複数の移動体１０２－１～１０２－ｍの使用状況を管
理する管理テーブル１２３を有し、対処方法決定部１１３で決定された対処方法が通信に
使用するための通信機器を着側利用者に届けるという対処方法であった場合、複数の移動
体１０２－１～１０２－ｍの内、管理テーブル１２３上で未使用と管理されている移動体
１０２－ｊを選択し、この選択した移動体１０２－ｊに移動指令を出してそれに搭載され
た通信機器１０５－ｊを着側利用者に届ける。
【００３８】
　管理テーブル１２３は、各移動体１０２－１～１０２－ｍに１対１に対応するエントリ
を有し、或る移動体１０２－ｊに対して通信機器を或る着側利用者に届ける指令を出した
時点で、その移動体に対応するエントリに使用中の情報を設定する。また、前述したよう
に移動体から任務終了の通知を受けると、その移動体に対応するエントリに未使用の情報
を設定する。
【００３９】
　このように本実施の形態によれば、通信機器１０５－１～１０５－ｍと移動体１０２－
１～１０２－ｍの組を複数備えているため、同時に複数の着側利用者に対して通信が行わ
れた場合でもそれら複数の着側利用者に対して通信機器を同時に届けることができる。
【００４０】
　図７を参照すると、本発明の第３の実施の形態は、本体装置１０１自体を移動させるた
めの駆動部１１５を有し、通信機器１０３を搭載した本体装置１０１が着側利用者の居る
場所まで通信機器１０３を届けるようにした点で第１の実施の形態と相違する。駆動部１
１５を有する本体装置１０１は、電池などを動力源として車輪やベルトコンベアを駆動し
て自走する移動車両、２足歩行可能なロボットなどで構成することができる。なお、本実
施の形態の場合、通信機器１０３は携帯電話などの無線によるものが望ましく、またプレ
ゼンスサーバ１０４との通信も無線などで行うことが望ましい。
【００４１】
　このように本実施の形態によれば、親機である通信機器１０３自体を着側利用者の居る
場所まで届けるため、子機のない家庭などでも利用することが可能となる。
【００４２】
　以上本発明の実施の形態について説明したが、本発明は以上の実施の形態にのみ限定さ
れず、その他各種の付加変更が可能である。例えば、第３の実施の形態のように本体装置
１０１自体を移動可能に構成すると同時に、第１または第２の実施の形態のような移動体
１０２を設け、移動体１０２を優先的に使用して通信機器を着側利用者に届けるようにし
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ように構成することも可能である。
【００４３】
　また、第１および第２の実施の形態では、本体装置１０１と移動体１０２等は最初から
物理的に分離しているが、本体装置１０１の一部が物理的に分離して移動体１０２として
移動可能なように構成することも可能である。
【００４４】
　また、前述した各実施の形態では、着側利用者のプレゼンス情報に位置情報を含め、移
動体をその位置情報が示す位置に向けて移動させたが、着側利用者の位置にかかわらず、
移動体を予め設定したルートに沿って対象エリア内をくまなく移動させるようにしても良
い。
【００４５】
　また、移動体１２０等に呼び出し者の名前を含む呼び出しメッセージを表示する表示盤
を設け、音声による呼び出しメッセージに代えて、或いは音声による呼び出しメッセージ
と共に表示盤に呼び出しメッセージを表示するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　以上のように、本発明にかかる通信代理装置は、着側利用者の現在の状況を示すプレゼ
ンス情報に基づいて通信を代理する装置として有用であり、特に各家庭やオフィス、介護
施設などにおける通信代理装置に用いるのに適している。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の第１の実施の形態のブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態におけるクライアント端末のブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態におけるプレゼンス情報の一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態における移動体の構成説明図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態における本体装置の処理例を示すフローチャートであ
る。
【図６】本発明の第２の実施の形態のブロック図である。
【図７】本発明の第３の実施の形態のブロック図である。
【符号の説明】
【００４８】
１００、２００、３００…通信代理装置
１０１…本体装置
１０２、１０２－１～１０２－ｍ…移動体
１０３、１０５、１０５－１～１０５－ｍ、１０６…通信機器
１０４…プレゼンスサーバ
１０７－１～１０７－ｎ…着側利用者
１０８－１～１０８－ｎ…クライアント端末
１０９…発側利用者
１１１…自動応答部
１１２…プレゼンス情報問い合わせ部
１１３…対処方法決定部
１１４…対処方法実行部
１１５…駆動部
１２１…用件記憶部
１２２…プレゼンス情報記憶部
１２３…管理テーブル
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